
労働協約の地域的拡張適用について

～青森県、岩手県及び秋田県の全域が適用対象地域になります～

労働組合法第18条に基づき、労働協約の地域的拡張適用について厚生労働大臣
に申立てがあり、令和５年４月11日付けで厚生労働大臣が労働協約の地域的拡張
適用を決定しました。
このことから、令和５年６月１日から令和７年５月31日までの間、以下の内容

の労働協約が青森県、岩手県及び秋田県の全域に拡張適用されます。

「大型家電量販店」に雇用される「無期雇用フルタイム労働者」

「大型家電量販店」とは

日本標準産業分類の「電気機械器具小売業」等に該当し、店舗面積1,000㎡超など

「無期雇用フルタイム労働者」とは

無期契約の労働者（管理監督者等を除く）であって、以下を満たす者

・賃金が時給又は日給で算出されない

・１日の所定労働時間が７時間以上かつ１週間の所定労働時間が35時間以上

※詳細については、厚生労働大臣による令和５年４月11日付けの決定を参照してください。

適用される労働者

○ 適用される労働者のうち、１日の所定労働時間が７時間45分を超える労
働者の、各年度に付与される所定休日数の最低日数を111日以上とするこ
と。

○ 適用される労働者のうち、１日の所定労働時間が７時間以上７時間45分
以下の労働者の、各年度に付与される所定休日数の最低日数を107日以上
とすること。

○ 休日振替を行うことなく所定休日に労働が行われたときには、休日労働
割増賃金として、通常の労働時間の賃金の１時間あたりの額の135％に休
日労働を行った時間（８時間未満の場合は８時間とみなす）を乗じた賃金
を支払うこと。

○ 付与された所定休日数又は実際に取得できた休日数が所定休日の最低日
数に満たない場合、当該年度の最後の日から順に遡って最低日数に達する
までの日数について所定休日とみなして、割増賃金を支払うこと。

等

※詳細については、厚生労働大臣による令和５年４月11日付けの決定を参照してください。

適用される労働協約の内容

厚生労働大臣による令和５年４月11日付けの決定は
こちらをご覧ください。

お問合せ先 厚生労働省労働基準局労働関係法課
tel.03-5253-1111


